
業務委託仕様書 

 

１ 件  名  令和８年度磐田市内小中学校単独調理場等ねずみ・ゴキブリ防除業務委託 

 

２ 委託場所 

(１)磐田北小学校  （見付 2352 番地） 

(２)磐田中部小学校 （中泉 1203 番地２） 

(３)磐田西小学校  （中泉 2522 番地２） 

(４)磐田南小学校  （千手堂 1356 番地１） 

(５)向陽学府調理場 （向笠竹之内 1162 番地２） 

(６)長野小学校      （小島 736 番地） 

(７)田原小学校    （三ケ野 1030 番地１） 

(８)東部小学校   （東貝塚 206 番地） 

(９)富士見小学校  （富士見町４丁目９番５号） 

(10)竜洋東小学校  （中平松 23番地） 

(11)竜洋西小学校  （川袋 1900 番地） 

(12)竜洋北小学校  （堀之内 356 番地） 

(13)竜洋中学校   （豊岡 4473 番地８） 

(14)ながふじ学府共同調理場（加茂 243 番地） 

(15)磐田第一中学校 （国府台 39番地１） 

(16)城山中学校     （見付 263 番地３） 

(17)神明中学校     （鎌田 2262 番地 74） 

(18)南部中学校     （野箱 32 番地） 

(19)豊田東小学校   （高見丘 57 番地） 

(20)豊田南小学校   （森下 300 番地） 

(21)青城小学校     （中田 55 番地） 

(22)豊田南中学校   （立野 200 番地） 

(23)福田中学校     （福田中島 3753 番地１） 

(24)福田小学校     （下太 380 番地） 

(25)豊浜小学校     （豊浜９番地） 

(26)豊岡中学校     （合代島 943 番地） 

(27)豊岡南小学校  （上神増 1410 番地） 

(28)豊岡北小学校  （下野部 158 番地１） 

 なお、(１)から(13)までの 13 校は調理場及び配膳室が設置されている学校(単独調理

場)、（14）は調理場及び配膳室が設置されている学校（共同調理場）であり、(15)から

(28)までの 14 校は配膳室のみ設置されている学校(給食受配校)である。 



３ 委託期間  令和８年４月 14 日から令和９年３月 31日まで 

 

４ 業務内容及び作業回数（単独調理場小中学校 13 校及びながふじ学府共同調理場の給食

室・配膳室） 

(１)ねずみ防除 

使用薬剤：ワルファリン製剤、ラムタリン製剤 

駆除作業：期間内２回（８月・３月）の殺鼠剤配置、死鼠回収、効果判定、ﾄﾗｯﾌﾟ設置 

保守管理作業：月１回（駆除作業月は除く） 

(２)ゴキブリ防除 

使用薬剤：フェニトロチオン乳剤、フェンチオン乳剤、ピレスロイド系水性剤等 

駆除作業：期間内２回（８月・３月）の駆除作業実施、効果判定、ﾄﾗｯﾌﾟ設置、 

     食器・食品・機器等必要なものに被覆養生を行う。 

     低毒性の有機リン系乳剤とピレスロイド系水性剤の併用とする。 

保守管理作業：月１回（駆除作業月は除く） 

※いずれも、使用薬剤は厚生労働省認可の人畜安全、引火性のないものを使用する。 

なお、使用薬剤の変更を希望する場合は、事前に教育委員会の承認を得るものとする。 

 

５ 業務内容及び作業回数（給食受配校 14 校の配膳室） 

(１)ねずみ防除 

使用薬剤：ワルファリン製剤、ラムタリン製剤 

駆除作業：期間内２回（８月・３月）の殺鼠剤配置、死鼠回収、効果判定、ﾄﾗｯﾌﾟ設置 

(２)ゴキブリ防除 

使用薬剤：フェニトロチオン乳剤、フェンチオン乳剤、ピレスロイド系水性剤等 

駆除作業：期間内２回（８月・３月）の駆除作業実施、効果判定、ﾄﾗｯﾌﾟ設置 

       食器・食品・機器等必要なものに被覆養生を行う。 

       低毒性の有機リン系乳剤とピレスロイド系水性剤の併用とする。 

※いずれも、使用薬剤は厚生労働省認可の人畜安全、引火性のないものを使用する。 

なお、使用薬剤の変更を希望する場合は、事前に教育委員会の承認を得るものとする。 

 

６ 作業面積  別紙１を参照するものとする。 

 

７ 費用負担 

この業務委託において、作業に必要な機械器具並びに資材薬品等は、受託者が負担する。 

 

８ 報告の義務及び対処 

(１)月毎の業務が完了したときは、遅滞なく、作業報告書を作成し、学校及び磐田市教



育委員会に提出しなければならない。また、必要に応じて、作業写真等を添付する

ものとする。なお、作業報告書については別紙２の書式とするが、その他の書式を

使用する場合は、必ず磐田市教育委員会の承認を得るものとする。 

(２)厨房設備等の欠陥・故障等を発見したときは、直ちにその報告をしなければならな

い。 

(３)ねずみの侵入及びゴキブリの異常発生等、問題のある時は磐田市教育委員会の指示

に従い、直ちに対処すること。 

 

９ その他 

(１)作業の日程については、事前に現場担当者等と打ち合わせのうえ、実施すること。 

(２)安全対策を十分に施して作業を行うこと。 

(３)学校運営等に支障が生じないよう、留意し業務を行うこと。 

(４)受託者の責めに帰すべき事由により、委託者の建造物、器物等を滅失もしくは毀損

したとき、または委託者に損害を与えたときは、受託者の負担において、委託者の

指定する期限までに現状を回復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

(５)この仕様書に定めがない事項または疑義が生じた場合は、協議のうえ決定する。 

 



作業面積一覧表（参考） 別紙１

学校名
保守管理作業
見込面積（㎡）

駆除作業
見込面積（㎡）

1 磐田北小学校 （見付２３５２番地） 206 221

2 磐田中部小学校 （中泉１２０３番地２） 161 241

3 磐田西小学校 （中泉２５２２番地２） 165 195

4 磐田南小学校 （千手堂１３５６番地１） 153 243

5 向陽学府調理場（向笠竹之内１１６２番地２） 600 671

6 長野小学校　（小島７３６番地） 153 203

7 田原小学校　（三ケ野１０３０番地１） 143 163

8 東部小学校　（東貝塚２０６番地） 184 214

9 富士見小学校　（富士見町４丁目９番５号） 197 212

10 竜洋東小学校 （中平松２３番地） 101 151

11 竜洋西小学校 （川袋１９００番地） 170 230

12 竜洋北小学校 （堀之内３５６番地） 105 165

13 竜洋中学校 （豊岡４４７３番地８） 219 289

14 ながふじ学府共同調理場（加茂243番地） 874 950

15 磐田第一中学校　（国府台３９番地１） - 130

16 城山中学校　（見付２６３番地３） - 150

17 神明中学校　（鎌田２２６２番地７４） - 100

18 南部中学校　（野箱３２番地） - 130

19 豊田南中学校　（立野２００番地） - 140

20 豊田東小学校　（高見丘５７番地） - 90

21 豊田南小学校　（森下３００番地） - 200

22 青城小学校　（中田５５番地） - 110

23 福田中学校　（福田中島３７５３番地１） - 70

24 福田小学校　（下太３８０番地） - 211

25 豊浜小学校　（豊浜９番地） - 32

26 豊岡中学校　（合代島９４３番地） - 135

27 豊岡南小学校　（上神増１４１０番地） - 25

28 豊岡北小学校　（下野部１５８番地１） - 62

合　　　　計 3,431 5,733



別紙２

令和　　年　　月　　日


